
地域名 取組のポイント 関係資料
ページ

岩⼿県
花巻市

市は、農家向けの説明資料の中で、実質化に向けた
スケジュールと関係機関の役割を具体的に提⽰。 P1〜４

⻑野県
松川町
増野地区

平成30年に、増野地区をモデル地区として、地域の
農業者と関係機関による推進体制の下、アンケート、
地図作成、座談会を実施。この取組を通じて増野地区
では共同作業の取組が始まった。

P5〜24

岐⾩県
⼤垣市

⼈・農地プランの取組が地区によって温度差がある
ため、農業委員・推進委員や農事改良組合⻑など地域
の農業者が主体となって⼈・農地プランの取組を⾏う
組織を市内20地区（ＪＡ⽀店単位）で設置。農業委員
会、市農林課、ＪＡが、円滑な組織運営をサポート。

P25〜27

奈良県
⼤和郡⼭市
上三橋地区

集落内で⼈・農地プランの詳細な説明を根気よく実
施し、話合いの気運を醸成。集落の話合いでは、関係
あること、ないこと、何でも発⾔してもらい、集落の
思いを取りまとめた。

P28〜32

島根県
江津市

市、農業委員会、農地バンクが推進チームを⽴ち上
げ、実質化の進め⽅に関する基本⽅針を定め、集落代
表者、農業委員・推進委員を対象とした説明会を開催。
その後、推進チームと集落代表者による集落の話合い
やアンケート実施に向けた作戦会議を実施。

P33〜48

岡⼭県
備中県⺠局
管内

備中県⺠局は、⼈・農地プランの実質化と農地中間
管理事業の推進モデル、具体的な進め⽅、地図化のイ
メージなどを⽰し、実質化の取組の浸透を図っている。

P49〜53

⼤分県
⽇⽥市
⼥⼦畑地区

地区内農地の保全や利⽤調整を⾏う「⼥⼦畑地区保
全組合」が、グラフや農地利⽤図により地区の現状を
説明しながら、品⽬毎の団地化構想に対する賛否、貸
付農地の貸付先の変更の可否等の意向を問うアンケー
トを実施。

P54〜58

沖縄県
久⽶島町

アンケートの回収率を⾼めるため、ＪＡが各地区で
⾏うさとうきび交付⾦申請⼿続の会場で、地区を担当
する農業委員・推進委員が営農意向調査を実施。さと
うきび農家以外の農家には、農業委員・推進委員が⼾
別訪問により営農意向調査を実施。

P59〜62

⼈・農地プラン実質化の取組事例



農地中間管理機構法⾒直しに伴う
「⼈・農地プランの実質化」について

花巻市農政課概要
農地中間管理事業がスタートして５年⽬の区切りを迎えたことから、

事業を⼀層推進すべく国により制度が⾒直されました。

【主な⾒直し点】
①地域農業マスタープラン（⼈・農地プラン）の実質化
②農地中間管理機構の⼿続き簡素化
③農地利⽤集積円滑化事業と農地中間管理機構の統合
④機構集積協⼒⾦の単価等の変更

⼈・農地プランの実質化とは
これまで花巻市の農業者の皆さんには、地域での話合いにより、ほ

場整備、機械・施設の導⼊、地域の共同活動などに取り組み、地域の
農業・農地を守り、発展していただきました。
⼀⽅で、地域により話合いの内容に差が出てきている現状でもあり

ます。
⼈・農地プランの実質化とは、地域の農業・農地をしっかりと守る

べく、地域の話合いにもう⼀度イチから取り組むことを⾔います。

資料１

プランの実質化に取り組まないと・・・
以下の補助事業の採択対象から外れたり、採択されにくくなります。

・機構集積協⼒⾦ ・強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付⾦

・農業次世代⼈材投資事業 ・担い⼿経営発展⽀援⾦融対策事業

・農業経営基盤強化資⾦利⼦助成⾦等交付事業

⾃分の地域を実質化させるには・・・（裏⾯へ）
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実質化するには
既に、地区内の相当部分（50％以上）の農地の出し⼿と受け⼿が

特定されている場合は、実質化とみなすことができます。

実質化されていない地域は、

①アンケート調査の実施

② 地図の作成

③地域での話し合い

以上のことを⾏い、話し合いの結果として、５〜10年後に農地を担
う⼈を中⼼経営体として決定する必要があります。
①のアンケート、②の地図の作成は、市役所、農業委員会、農協等

の関係機関で⾏います。③の地域での話合いについても、農業委員会、
農協、市役所等が参加し、お⼿伝いさせていただきます。
なお、この実質化に向けた取り組みは令和２年度内まで

を⽬途に⾏うこととされています。

年代分布や後継者の有無、

農地の貸付意向等をアンケート
で調査。調査結果を地図に反映。
作成した地図は、地域での話し
合いの際の参考に用いる。

既存プランの実質化の判断⽅法

①近い将来の農地の
受け手の現状経営面積 ＋②近い将来の農地の

出し手の貸付予定面積

＞５０%
対象地区内の農地面積

以下の計算式により、既に実質化されている地域か否かを
判定します。（※各地域の判定結果は別紙のとおり）

計算式

※既存プランの「中心経営体」を指す
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主担当 副担当

⇩ ⇩
実質化YES 実質化NO 市 JA
⇩ ⇩ 農業委員会
公表 ⇩

⇩

① ⼯程表案の作成 市 JA
※8⽉23⽇（⾦）まで 農業委員会

② 地区状況表の作成 市 JA
※8⽉23⽇（⾦）まで 農業委員会

③ ⼯程表の公表 市 JA
※9⽉30⽇（⽉）まで 農業委員会
⇩

④ アンケートの作成 農業委員会 市
JA

⑤ アンケートの実施（回収） 農業委員 市公社
最適化推進委員 JA

⑥ アンケートの取りまとめ 農業委員会 市
JA

⇩

⑦ 地図の作成 市 JA
農業委員会

⇩

⑧ 話し合いの場の設定 JA 農業委員会

⑨ 話し合いへの参画
※全関係機関で対応

⑩ 結果の取りまとめ・公表 市 農業委員会
※2020年（令和2年）度内 JA

６ プランの実践
⑪ 農地中間管理事業の推進 市公社 市

（県公社） 農業委員会
JA

業務内容

プ
ラ
ン
の
実
質
化

⼈・農地プランの実質化に向けたスケジュール・役割分担（案）

１ 実質化の判断既
存
プ
ラ
ン

の
判
断

プ
ラ
ン

の
実
践

２ 実質化に向けた取り組み

３ アンケートの実施

４ 地図による現状把握

５ 地域での話し合い
３・４・５
実質化に必須

資料２

市・市公社・JA・農業委員会
農業委員・最適化推進委員 等
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〇 2018年に市内20地区(JA支店単位)で既に策定されたプランごとに検討会を設置し、関係組織・
団体の協力のもと、プランの見直しを進めている。今後は各地区での話し合いの単位を集落ご
とに細分化し、各機関との連携を図りながら、さらに地域に入り込んだ議論を目指している。

〇 大垣地域・墨俣地域はほぼ平坦農地、上石津地域は中山間農地となっており、水稲等の土地利

用型農業が中心となっている。合併により行政の農業に関する窓口は統一されているが、地域

の窓口でもあるJAは、旧市町ごとに管轄が分かれており情報の収集や方針などが若干異なって

いる。

１ 地区の特徴・状況、課題

【農業委員会の体制】 （平成29年7月20日移行）

〇新体制：農業委員19人、農地利用最適化推進委員11人、事務局職員４人
〇旧体制：農業委員24人、事務局職員４人

３ 人・農地プラン実質化に向けた活動（農地利用の最適化の推進の取組と工夫）

２ 活動状況と今後の課題

岐阜県大垣市農業委員会

大垣市

○ プランがスタートした2014年頃は、市農林課が主導し、各地区プランを策定した。しかし見直す地区もあれば手付かずの地区もあるなど温度差があり、プランその

ものの認知度も低かった。

○ 2017年8月、県農業会議が進める「新・ぎふ農業委員会活性化大作戦」の目標の一つに、プランを年1回以上見直すことが掲げられた。大垣市農業委員会はこれ

を受けてプランを軸とした活動の強化を決め、市農林課やJAも巻き込んで、市内20地区(JA支店単位)で既に策定されたプランごとに検討会の設置に至った。

○ 検討会のメンバーは、農業委員・推進委員、農事改良組合長、担い手など農業者が主体。ほぼ全ての地区で農業委員・推進委員が会長、副会長に就き、リー

ダーシップを発揮している。事務局をJAの支店に置き、同委員会事務局や市農林課、JAが参加し、円滑な組織運営を支える。

○ 検討会の目的は、プランの見直しではなく、あくまでもプランを継続的に見直す素地をつくり、プランに基づき地域の持続可能な農業への取り組みにつなげること

である。検討会規約には年1回以上の開催を明記している。

○ 2018年度は各地区の農事改良組合に所属する耕作者や農地所有者を対象にアンケートを行い、農業経営や農地利用の意向、地域農業の課題を把握した。そう

した地域の状況把握に基づき地区検討会で協議し、全地区のプラン見直しを行った。市全体で足並みをそろえ、より地域の実情に合ったプランを練るために再ス

タートを切った。

○ 2019年度は、新たに国が示す調査項目に基づき、耕作者の年齢、後継者の有無、各筆意向等を実施。また地域における円滑な話し合いを進めるため、全地区

検討会の役員･事務局を集めた情報交換会を開催した。
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人・農地プランと農地中間管理事業を活用し、
担い手への集積・集約を加速しよう！

１ 岡山県の農地集積状況
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県内の農業者の年齢構成

県内の経営規模別耕地面積

70歳以上が５８％
これまでの傾向では
10年後に７５％がリタイア

※全体の43.5%に相当

水稲で経営が成り立つ
１０ha以上は９％のみ

70～74

75～79

80～84

85以上

65～69

60～64

0.5～1

1～1.5

1.5～2

2～3

3～5

5～10

～0.5

荒廃農地の発生を防ぐため、
担い手の育成、集積・集約を

本気で進める!!

※県目標：H34(R4)までに
農地の43％を担い手に集積

60歳以上が３０％
これまでの傾向では
10年後に２０％がリタイア

※全体の6％に相当

10年後には・・・

※2015農林業センサスより

※2015農林業センサスより

10～20

※10haは水稲で経営継続
可能な作付面積の目安

※H29年度末時点。
※「担い手」は認定農業者、
認定新規就農者等

２ 岡山県の農地集積方針

※「これまでの傾向」はセンサス
2005年→2015年の同世代の人数比

既に約2割が
耕作放棄地

残
り
の
８
割
の
内
訳

担い手の耕作面積
の合計でも２３％のみ

10年後には・・・

農地の貸借が進まないと、

農地の過半が荒廃!!
（60％）

これまでの傾向が続けば、

約半数がリタイア!!
（49.5％）

５年後、１0年後を見据え、引き継ぐ
農地を少しでも多く確保する

※将来、担い手に預ける農地を設定し、
経営の効率化や農地荒廃の防止を図る。

人・農地プランで
担い手のゾーニングを推進

農地中間管理事業を効果的に活用し、
面的な農地集積・集約を推進

県民局の
推進方策
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参考２ 機構事業を活用した農地集積

耕作者の方の情報
○地域外も含めた担い手の把握
○借受、規模拡大意向

地主の方の情報
○貸付意向
○今後の耕作の意向
○後継者、相続の検討

地主

耕作者

参考１ これまでの農地集積

地主

地域外の
耕作者の方

地主

地主

貸借の相手を自分で探す
必要があり、相手を見つ
けるのが困難

営農地域外の農地を探
すのが困難

地主

地主
耕作者

情報の一元収集
関係機関での情報共有

地域の
担い手
の選定 担い手への農地集積 担い手間の農地交換 基盤の整備 等

担い手
の
育成

効率的な営農環境の実現 → 人・農地プランへの位置づけ

知り合いに
担い手や地主が
いないとなかなか
見つからない・・・ たくさんの地権者

との
交渉が必要・・・

地域を越える
には見えない
壁が・・・

地域外の
人でも担い
手の登録
が可能！

担い手間の
調整が可能！

貸付意向のある
農地をまとめて貸
すことが可能！

個別に交渉するので、面積を増
やすのが大変。まとまった農地と
して借りるのも困難

○委員の担当地域が広く、全域を熟知している方は少ない。
○農地と耕作者を「点」で結ぶため、無数の点を調整しないと利用調整ができない。
○個人間の貸借なので、地域での合意や農業振興施策等の後ろ盾がない状態での推進は
リスクを伴う。

A地域 B地域

農業委員、農地利用最適化推進委員が調整することとなっているが・・・

地主

耕作者

地主

地域外の
耕作者の方

地主

地主

地主

地主

耕作者

○地域の将来像の検討を元に、「面」的な利用調整ができる。
○将来的な耕作地を担い手ごとにゾーニングすることで、スムーズな集積･集約化が図れる。
○各種農業振興施策との連携により、効率的な営農環境や担い手の育成を実現できる。

○実質的な人・農地プランの作成にもつながり、各種事業に取り組みやすくなる。
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担い手への集積・集約を加速するための取り組み

幅広い関係機関・農業者の情報･ノウハウを持ち寄り課題解決に向けて取り組む。

生産振興 経営指導

農地利用 基盤整備

推進モデル

効率化によ
る規模拡大

担い手の
育成または
呼び込み

○横展開が図れる（他の地域でも取り組める）方法をパターン化する。

面的な取り組みにより、地域の将来ビジョンの検討や担い手育成と連動した貸借を実現

○農地を安定的に維持するには、担い手の経営が安定して成り立っていることが必要

農地状況の確認

地権者の意向確認・調整

担い手の意向確認・調整

・10ha以上の水稲農家の育成
・高収益作物の導入

・簡易な基盤整備
・区画拡大
・水田の畑地化
・地下灌漑の導入

・担い手への農地
集積・集約化
・担い手の育成

・農業機械の導入
・スマート農業の導入

地域の将来像を検討・共有し、それに沿う事業を活用し、地域農業を支援する。

「人・農地プランの実質化 及び農地中間管理事業推進 に係る推進モデル」

３ 地域の将来像のパターン例

○これまでは各種情報が分散していた 耕作放棄地、担い手、地権者、事業ノウハウ・・・

２ 推進体制

１ 方針

収益性の高い農業を実現し、地代が支払える（地主が貸しやすい）状況を創出する。

どのパターンでも農地の集積・集約化による効率的な営農の実現が必要。

引き続き担
い手に集積担い手がいる地域

今後の担い手候補
はいる地域

担い手がいない地
域

担い手の集約範囲を
ゾーニングする

↓
担い手間の

耕作地交換による集約
＋

リタイア農家の農地を
担い手に集積

資本装備の
増強

就農地の確
保・受け入
れ体制整備

各個人で農地を維
持する地域

現状維持共同活動等
の実施
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④情報共有と地域での話し合い（案を作成）

★担い手毎に経営が成り立つよう耕作地のゾーニング案を検討

★農地や水路の維持の方法や、農地貸借条件を調整

★担い手の育成や受け入れ方法を検討

★基盤整備や水田の畑地化、資本装備増強の対策検討

★地域集積協力金の有効活用（範囲内の全農地を借り上げ、耕作者に再配分をするなど)

③農家の意向確認（意向調査）

▲地域全体への取組状況説明

▲耕作者の今後の耕作意向や後継者の有無を確認（戸別訪問やアンケート）

⑤地域での将来ビジョンの決定（位置づけ）

■作成した将来ビジョンの説明、意見集約、修正

■成案ができたら、人・農地プランとして位置づけ

⑥人・農地プランに沿った営農活動の実施（計画の実行）

☀人・農地プランを元に、順次、農地のマッチング、交換を実施

☀担い手の育成や受け入れを行う

☀土地改良事業の実施や機械の導入

推進モデル地域での話し合いの進め方（例）

①関係機関の既存情報の見える化と共有（マップの作成）

◆誰が、どこを耕作しているか。（農地台帳、営農計画書、年齢 等）

◆農地情報を整理（基盤整備状況、貸付希望申請のあった農地、荒廃農地調査 等）

◆担い手がどこを耕作しているか（認定農業者、新規就農者、集落営農、借受希望者情報)

機械購入や基盤整備の
受益者負担に充当可能

地域の意向を反映したプラン
で、「実質化」にも対応

今ある農地情
報を地図化

意向を地図に加筆
担い手の希望を確認

ゾーニング及
び将来ビジョ
ン案の作成

地域での検
討・合意

農地貸借の実施
各種事業の活用

現耕作者が耕作できなくなっ
たら貸借を実施

②地域の現地情報の収集と共有（現地確認）

●誰が、どこを耕作しているか。（後継者の有無、年齢を聞き取りやアンケートで把握）

●地域の農地（形状・高低差等や荒廃状況）を現地確認

●地域の水利状況（水系、田越し、水門、当番等）を現地確認や聞き取りで把握

●営農する上での課題等の把握

現地情報を地図に加筆
大まかな方向性を検討
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情報の地図化～将来ビジョン（例）

少し高い部分線路で
分断される

主要水路

A

B

CD

D,Eが野菜

Eは水稲

をやめ、
野菜専
作に

⑥人・農地プランの実行
（担い手の耕作地の入れ替え）

①既存情報の見える化と共有（耕作状況の見える化）

→効率的な経営の実現
→計画的な担い手の育成を実施

②現地確認情報（水系、高低差等の確認）

③農家の意向確認
（１０年後も耕作継続見込み農地→例：５者)

→リタイア農家が出たら、ゾーンの農地を引き受け
→集約が進んだら、畦畔除去して大区画化

④⑤地域の将来ビジョン検討・決定
（収益が確保できる農業へのシフトと効率化
できる農地のゾーニング）
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① 担い手を確保し効率的な農業を推進するためには、混在している稲作、畑作の団地化が必要との考えの下、保全組合の設立

に合わせ人・農地プランを作成。品目毎に主要農家（中心経営体）に農地を集める団地化構想（地域の将来方針）を検討。

② 令和元年11月に保全組合で地権者のアンケートを実施。より有効な回答を得られるようグラフや農地利用図により地区の現

状を説明した上で、品目毎の団地化構想に対する賛否、貸付農地の貸付先の変更の可否等の意向を把握。

③ 県振興局はアンケートの結果や営農計画書のデータを反映した耕作者別、品目別等の地図を作成。

④ 農地の利用調整は、保全組合と農地中間管理機構の現地推進員が連絡を密に取り合い行っており、地区内の農地の貸し借

りは、全て農地中間管理機構を通じて実施。

⑤ 保全組合の構成員は、土地改良区の役員や中山間直接支払の協定代表者を兼務。そのため、地区内の農地利用のあり方

等、日頃より話し合いしやすい環境となっている。

女子畑地区は、旧天ヶ瀬町内に位置する６集落により構成された地区。中山間直接支払制度には、
平成13年度（第１期対策）から取り組んでいる。
高齢化と担い手不足を背景に、集落協定の区域内の農地を保全するため、平成28年に農地利用調

整組織である女子畑地区保全組合を設立。農家の意向を踏まえて農地集積・集約化に取り組んでいる。

地域の状況

取組内容

農地保全組合（農業者）が中⼼となり、合意形成を図ろうとしている事例
（⼤分県⽇⽥市天瀬⼥⼦畑地区（おなごはたちく）） 中間農業地域

成 果

令和２年３月に中心経営体、団地化構想に理解ある地権者等を参集した話し合いを予定。

保全組合（農業者）が主導して、中心経営体、地権者等が、品目毎の団地化という地域の将来方
針について話合い、合意形成を図る取組が進められている。

日田市
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女子畑地域の農地に関するアンケート 

日田市農業振興課

女子畑農地保全組合

この地域の農業に関して、みんなで考えましょう。

◇ 全国の農業をめぐる状況をみると、高齢化や後継者不

足、耕作放棄地や限界集落の増加など、５年後、１０年

後の展望が描けない地域が増えています。皆さんの集

落・地域はいかがでしょうか。

◇ この集落・地域に暮らす皆さんに、地域の将来について、

とくに「地域の農地をだれがどうやって守るのか」につい

て、考えていただきたいと思います。

◇ 今後、この集落・地域の皆さんと話し合う場を設ける

予定ですが、このアンケートは、その際の参考資料を準備

するためのものです。
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Ｑ１ 図は女子畑の農地図と、10 年後の年代ごとの農地面積です。 

地図の赤い部分は未耕作地です。

１－１ 今後、未耕作地はどうなると思いますか？ 

□増える □減る □わからない

１－２  上記で回答したような流れについてどう思いますか？ 

□なんとかしたい □どうしようもない □その他（ ） 

10 年後年代ごとの面積 

674 

文 

⾄⽇⽥ 
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Ｑ２ 下の地図は女子畑地区の主力農家の耕作地です。

２－１ 主力農家の面積は今後どうなると思いますか？

□ 増える

□ 現状維持

□ わからない

２－２ 主力農家についてあなたのお気持ちに近いものを教えてください

□ 地域の農地を守るため応援したい

□ 大面積を任せると草刈りなどの管理が雑になりそう

□ 土地が離れた効率が悪い営農をしていて先行きが不安

□ その他（ ） 

２－３ 10 年後、彼らが地域を守っていくために必要なことは何だと思いま

す？

□ 主力農家の農地を一カ所に集めること

□ 担い手がひとつにまとまること

□ このままでよい

□ その他（ ） 

２－４  今後、主力農家へ農地をまとめるため、既に貸し出している農地を

別の主力農家に交換してもらえますか？

□交換できる

□交換できない

□貸し出している農地はない

674 

文 

⾄⽇⽥ 

主力農家

Ａ法人

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ
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最後にあなたのことを教えてください

氏名

後継者の有無 あり ・ なし

年齢 歳

あなたの農地の考え方（現在） □来年も営農を継続

□既に預けている

□来年にも農地を貸したい

□他の目的に利用したい

10 年後の農地の考え方（将来） □営農を継続 →水田作□

→畑作 □

□後継者に預けたい

□既に預けている

□新規就農者に貸したい

□地域の農業者に貸したい

□農地を売りたい

□他の目的に利用したい

アンケート結果については人・農地プラン作成のため、関係機関で共有させていただきます

個人情報の取扱いに同意される方はチェックをして下さい 

個人情報の取扱いに同意する □ 

ご協力ありがとうございました  
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